
 

伊 丹 市 家 庭 菜 園 の 設 置 及 び 利 用 に 関 す る 要 綱  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ，「 市 民 が 広 く 親 し め る 農 業 の 推 進 」 を 実 現 す

る た め ， 伊 丹 市 家 庭 菜 園 （ 以 下 「 菜 園 」 と い う 。） の 設 置 及 び 利

用 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 菜 園 候 補 地 の 登 録 申 出 ）  

第 ２ 条  所 有 す る 土 地 を 菜 園 候 補 地 と し て 登 録 す る こ と を 希 望 す

る 者 は ， 伊 丹 市 家 庭 菜 園 用 地 使 用 申 出 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に よ り ，

市 長 に 申 し 出 る も の と す る 。た だ し ，菜 園 と し て 使 用 す る 土 地 は ，

次 の 各 号 に 定 め る 条 件 を 満 た さ な け れ ば な ら な い 。  

⑴  一 団 の 土 地 の 面 積 が ，概 ね ５ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 で あ る こ

と 。  

⑵  公 道 に 接 し て い る こ と 。  

⑶  開 設 ま で に 土 地 所 有 者 が 水 道 を 設 置 可 能 で あ る こ と 。  

⑷  排 水 溝 及 び 水 路 が 整 備 さ れ て お り ， 排 水 に 支 障 が な い こ と 。  

⑸  原 則 と し て ５ 年 間 継 続 し て 使 用 可 能 で あ る こ と 。  

（ 菜 園 候 補 地 の 登 録 ）  

第 ３ 条  市 長 は ， 前 条 の 申 し 出 が あ っ た と き は ， ３ ０ 日 以 内 に ， そ

の 内 容 を 審 査 し て 菜 園 候 補 地 と し て 登 録 の 可 否 を 決 定 し ， 登 録 し

な い 場 合 に 限 り 申 出 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 登 録 の 有 効 期 限 は ， 登 録 し た 日 の 属 す る 年 度

の ３ 月 ３ １ 日 か ら ５ 年 間 と す る 。  

３  市 長 は ， 登 録 の 有 効 期 限 ま で に 期 間 満 了 の 通 知 を 行 う も の と す

る 。 こ の 場 合 に お い て ， 登 録 者 が 登 録 の 継 続 を 希 望 し た 場 合 ， 有

効 期 限 を ５ 年 間 延 長 で き る も の と す る 。  

４  登 録 者 が 次 号 の い ず れ か に 該 当 す る 時 は 登 録 を 取 り 消 す も の

と す る 。  

⑴  登 録 者 か ら 取 消 し の 申 出 が あ っ た と き 。  

⑵  登 録 者 の 申 請 内 容 等 に 虚 偽 が あ っ た と き 。  



 

 （ 菜 園 の 土 地 使 用 貸 借 契 約 ）  

第 ４ 条  市 長 は ， 菜 園 を 開 設 す る 時 は ， 第 ３ 条 に 定 め る 菜 園 候 補 地

の 中 か ら 適 地 を 選 定 し ， 当 該 土 地 の 所 有 者 と 土 地 使 用 貸 借 契 約 書

（ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 土 地 使 用 貸 借 契 約 を 締 結 す る も の と す る 。 

（ 契 約 の 解 除 ）  

第 ５ 条  市 長 は ， 次 の 各 号 に 該 当 す る 場 合 は ， 前 条 の 契 約 を 解 除 す

る こ と が で き る 。  

⑴  土 地 の 所 有 者 が ， 菜 園 の 指 定 の 解 除 を 申 し 出 た と き 。  

⑵  そ の 他 ， 市 長 が 当 該 土 地 を 菜 園 と し て 使 用 す る こ と が 困 難 で

あ る と 認 め た と き 。  

２  前 項 第 １ 号 の 規 定 に よ る 解 除 の 申 し 出 は ， 土 地 使 用 貸 借 契 約 書

に 定 め る と こ ろ に よ り 行 う も の と す る 。  

（ 申 込 資 格 ）  

第 ６ 条  菜 園 の 利 用 を 申 し 込 む こ と が 出 来 る 者 は ， 次 の 各 号 の 条 件

を 満 た す 者 で な け れ ば な ら な い 。  

⑴  市 内 に 住 所 を 有 す る 成 人 又 は 学 校 園 及 び 福 祉 施 設 等 で あ る こ

と 。  

⑵  営 利 を 目 的 と せ ず ， 自 ら 農 作 物 を 栽 培 す る こ と 。  

（ 利 用 の 申 込 み ）  

第 ７ 条  前 条 に 規 定 す る 申 込 資 格 を 有 し ， 菜 園 を 利 用 し よ う と す る

者 は ， 市 長 が 公 募 で 指 定 し た 方 法 に よ り ， 菜 園 の 利 用 を 申 し 込 む

も の と す る 。 た だ し ， 申 込 み は 同 一 住 所 ・ 施 設 か ら １ 区 画 限 り と

す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 菜 園 に お い て 利 用 区 画 の 空 き が 生 じ ，

利 用 の 見 込 が な い 場 合 に 限 り ， 市 長 は 当 該 菜 園 利 用 者 か ら 当 該 区

画 の 利 用 を 募 集 す る こ と が で き る も の と す る 。  

（ 利 用 資 格 者 の 選 考 ）  

第 ８ 条  市 長 は ， 利 用 申 込 者 の 数 が 利 用 さ せ る べ き 菜 園 の 区 画 数 を

超 え る 場 合 に お い て は ， 当 該 菜 園 の 区 画 数 に 相 当 す る 人 数 の 者 を

抽 選 に よ り 抽 出 し ， そ の 順 位 に 従 い 利 用 資 格 者 を 決 定 す る も の と



 

す る 。  

（ 利 用 区 画 の 決 定 ）  

第 ９ 条  前 条 の 規 定 に よ り 決 定 し た 利 用 資 格 者 の 使 用 す る 区 画 は ，

抽 選 に よ り 決 定 す る こ と と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 使 用 す る 区 画 が 決 定 し た 者 は ， 伊 丹 市 家 庭 菜

園 利 用 申 請 書 及 び 宣 誓 書（ 様 式 第 ３ 号 ）（ 以 下「 申 請 書 」と い う 。）

を 提 出 す る も の と す る 。  

 （ 利 用 許 可 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は ，前 条 の 規 定 に よ り 申 請 書 を 提 出 し た 者（ 以 下「 利

用 者 」 と い う 。） に 対 し ， 伊 丹 市 家 庭 菜 園 利 用 許 可 書 （ 様 式 第 ４

号 ）（ 以 下 「 許 可 書 」 と い う 。） を 発 行 す る も の と す る 。  

（ 利 用 補 欠 者 ）  

第 １ １ 条  市 長 は ， 第 ７ 条 の 規 定 に よ り ， 利 用 を 申 し 込 ん だ 者 の う

ち ， 第 ８ 条 に 定 め る 利 用 資 格 者 を 除 い た 者 を ， 第 ８ 条 の 抽 選 順 位

に 従 い 利 用 補 欠 者 と し て 登 録 し ， 利 用 者 が 利 用 を 辞 退 し ， 若 し く

は 利 用 の 許 可 を 取 り 消 さ れ た と き は ， 登 録 の 順 位 に 従 い ， 利 用 者

と す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 登 録 の 有 効 期 間 は ， 登 録 の 日 か ら 利 用 さ せ る

べ き 菜 園 の 次 回 の 公 募 開 始 年 の 市 長 が 定 め る 期 日 ま で と す る 。  

（ 利 用 期 間 ）  

第 １ ２ 条  菜 園 の 利 用 期 間 は ， 市 長 が 許 可 書 を 発 行 し た 日 か ら 利 用

さ せ る べ き 菜 園 の 次 回 の 公 募 開 始 年 の 市 長 が 定 め る 期 日 ま で と

す る 。  

 （ 利 用 料 の 納 付 ）  

第 １ ３ 条  利 用 者 は ， 指 定 さ れ た 期 日 ま で に 利 用 料 を 納 付 し な け れ

ば な ら な い 。  

２  前 項 に 規 定 す る 利 用 料 は ， １ 平 方 メ ー ト ル に つ き 年 額 ７ ９ ０ 円

と す る 。  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 利 用 者 が 会 計 年 度 の 中 途 に お い て 利

用 許 可 書 の 交 付 を 受 け た 場 合 の 利 用 料 は 月 割 と し ， 当 該 利 用 期 間



 

内 に お い て １ 月 に 満 た な い 端 数 が あ る と き は １ 月 と す る 。 た だ し ，

利 用 を 開 始 し た 日 が 当 該 月 の １ ６ 日 以 降 の と き は ， そ の 端 数 は 切

捨 て る も の と す る 。  

４  利 用 料 に １ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は ， そ の 端 数 は 切 捨 て

る も の と す る 。  

（ 利 用 許 可 の 取 消 し 等 ）  

第 １ ４ 条  市 長 は ， 利 用 許 可 を 受 け た 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該

当 す る と き は 利 用 許 可 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

⑴  第 ６ 条 各 号 に 規 定 す る 条 件 を 満 た さ な く な っ た と き 。  

⑵  決 定 し た 利 用 者 以 外 の 第 三 者 に 利 用 さ せ た と き 。  

⑶  菜 園 の 運 営 に 支 障 を き た す 行 為 を 行 っ た と き 。  

⑷  利 用 す る 区 画 以 外 の 区 画 を 利 用 し た と き 。  

⑸  利 用 者 が 死 亡 し た と き 。 た だ し ， 親 族 が 利 用 許 可 の 継 承 を 申

し 出 た 場 合 は ， こ の 限 り で は な い 。  

⑹  別 に 定 め る 伊 丹 市 家 庭 菜 園 利 用 ル ー ル に 違 反 し た と き 。  

⑺  そ の 他 ， 特 に 市 長 が 利 用 さ せ る こ と が 適 当 で な い と 認 め た と

き 。  

２  市 長 は ， 第 １ ２ 条 の 規 定 に か か わ ら ず ， 第 ５ 条 の 規 定 に よ り 土

地 所 有 者 と の 契 約 を 解 除 し た と き は ， 菜 園 の 利 用 期 間 内 に お い て

も 利 用 許 可 を 取 り 消 す こ と が で き る も の と す る 。  

３  第 １ 項 に よ る 取 消 し の 場 合 に お い て ， 市 長 は 当 該 許 可 を 取 り 消

す 日 の 1 週 間 前 ま で に ， 当 該 許 可 を 受 け た 者 に 通 知 す る も の と す

る 。  

４  前 項 に お い て ， 許 可 取 り 消 し を 通 知 し た も の に 対 し ,取 消 し 日

か ら 起 算 し て ５ 年 間 ， 市 長 は 菜 園 の 利 用 の 申 し 込 み を 拒 否 す る こ

と が で き る 。  

５  第 ２ 項 に よ る 取 消 し の 場 合 に お い て ， 市 長 は ， 当 該 許 可 を 取 り

消 す 日 の ３ カ 月 前 ま で に ， 当 該 許 可 を 受 け た 者 に 通 知 す る も の と

す る 。  

（ 原 状 復 帰 ）  



 

第 １ ５ 条  利 用 者 は ， 利 用 期 間 が 満 了 又 は 自 己 都 合 に よ り そ の 利 用

を 終 了 す る と き ， 若 し く は 前 条 の 規 定 に よ る 利 用 許 可 の 取 消 し を

受 け た と き は ， 次 の 各 号 に 定 め る 期 間 内 に ， 利 用 し た 区 画 に つ い

て 原 状 復 帰 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し ， 市 長 が 正 当 な 理 由 が あ

る と 認 め る と き は こ の 限 り で は な い 。  

⑴  利 用 期 間 の 満 了 に よ る 場 合 は ， 許 可 期 間 の 満 了 日  

⑵  自 己 都 合 に よ る 場 合 は ， 利 用 終 了 を 希 望 す る 日  

⑶  利 用 許 可 の 取 消 し に よ る 場 合 は ， 市 長 が 定 め る 期 日  

（ 利 用 料 の 取 扱 い ）  

第 １ ６ 条  既 に 納 付 さ れ た 利 用 料 は ， 返 還 し な い 。 た だ し ， 1 年 以

上 利 用 期 間 が 残 存 す る 菜 園 に お い て ， 市 長 が 正 当 な 理 由 が あ る と

認 め る 場 合 は こ の 限 り で な い 。 こ の 場 合 に お い て そ の 額 の 算 出 に

つ い て は ， 第 １ ３ 条 の 規 定 を 準 用 す る 。  

（ 免 責 ）  

第 １ ７ 条  市 長 は ， 利 用 者 が 栽 培 し て い る 農 作 物 の 損 害 に つ い て ，

一 切 の 責 任 を 負 わ な い 。  

（ 菜 園 の 管 理 及 び 運 営 の 委 託 ）  

第 １ ８ 条  菜 園 の 管 理 及 び 運 営 に 関 す る 業 務 の う ち ， 特 に 必 要 と 認

め る 業 務 に つ い て ， 第 三 者 に 委 託 す る こ と が で き る も の と す る 。 

（ そ の 他 ）  

第 １ ９ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， こ の 要 綱 の 施 行 に 関 し 必

要 な 事 項 は 別 に 定 め る 。  

 

付  則  

１  こ の 要 綱 は ， 昭 和 ５ ３ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  改 定 前 の 要 綱 に よ り 昭 和 ５ ２ 年 １ ２ 月 ３ １ 日 ま で に 実 施 し  

た 契 約 分 に つ い て は ， な お 従 前 の 例 に よ る 。  

付  則  

１  こ の 要 綱 は ， 昭 和 ６ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  



 

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  付  則  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  付  則  

１  こ の 要 綱 は ， 令 和 １ 年 ６ 月 ２ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

１  こ の 要 綱 は ， 令 和 １ 年 ７ 月 １ ２ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

１  こ の 要 綱 は ， 令 和 １ 年 １ １ 月 ２ ８ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

１  こ の 要 綱 は ， 令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

１  こ の 要 綱 は ， 令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

１  こ の 要 綱 は ， 令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

１  こ の 要 綱 は ， 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

１  こ の 要 綱 は ， 令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  



（様式第１号）

年 月 日

住 所 〒

ふ り が な

氏 名

電話（携帯）

F A X

備 考 生産緑地（相続税納税猶予　有・無）、宅地並農地

農地情報

所 在 地

所 有 者

面 積

地 目

固 都 税 額

別 添 資 料 　・　住宅地図　　・　地番図　　・　１/500測量図

対応記録

月 日

希望者情報

登録年月日

伊丹市家庭菜園用地使用申出書

内 容



 
（様式第２号） 

土地使用貸借契約書 

 

所在地番  

地  目  

地  積  

 

 借主 伊丹市（以下「甲」という。）と貸主         （以下「乙」という。）は、各々

の対等な立場における合意に基づいて、表題土地について、次の条項により土地使用貸借契約を

締結する。 

 甲と乙は、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

      年  月  日 

 

                 借主（甲）  住所 伊丹市千僧１丁目１番地 

                          氏名 伊丹市 

伊丹市長  

 

                 貸主（乙）  住所   

                        氏名                ㊞ 

 

 

 

 

 （契約期間） 

第１条 契約期間は、   年  月  日から   年  月  日までとする。 

（賃料等） 

第２条 賃料は無料とする。 

２ 甲は、本件土地に係る固定資産税及び都市計画税を契約期間中免除する。(※ 地方税法第 348

条第２項及び地方税法第 702 条の 2第 2項の規定による) 

 （用途指定） 

第３条 甲は、本件土地を市民が利用する家庭菜園として使用する。 

（家庭菜園の管理及び運営方法） 

第４条 甲は、前条の家庭菜園の管理及び運営の全部または一部を第三者に委託することが出来

る。 

（責任の負担） 

第５条 乙は、本件土地における火災、盗難、風水害その他一切の原因による甲の損害につき賠

償義務を負わないものとする。 



 

（甲の解除権） 

第６条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

 (1) 乙又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をした

とき。 

(2) 甲が、本件土地を家庭菜園として開設の継続が困難であると判断したとき。 

(3)  乙が伊丹市暴力団排除条例（平成２４年伊丹市条例第４号）第２条に規定する暴力団、暴

力団員又は暴力団密接係者に該当すると認められるとき。 

(4) 前各号のほか、乙が、この契約に基づく義務を履行しないとき。 

２ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に生じた損害があっても、一

切賠償の責めを負わないものとする。 

（乙の解除権） 

第７条 乙は、甲が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となったときは、この契

約を解除することができる。 

２ 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償

を甲に請求することができる。 

３ 乙は、第三者に本件土地の所有権を譲渡する等甲の使用権に影響を及ぼす行為をしようとす

るときは、当該行為をしようとする日の７月前までに甲に申し出て、甲乙協議の上この契約を

解除することができる。 

（返還方法） 

第８条 甲は本件土地を返還する場合、本件土地上の物件を収去し原状回復して返還する。原状

に回復するために要する費用は甲の負担とする。 

２ 乙は、前項の規定により原状回復を確認した時は、「原状回復に関する確認書（様式第２号

別紙）」により甲に通知する。 

 （契約外事項の取扱い等） 

第９条 本契約の内容を変更する必要が生じたとき、または本契約もしくは本契約に定めのない

事項又は疑義が生じた事項については、甲及び乙は誠意をもって協議決定する。 



（様式第２号別紙） 

 年 月 日  

     

 

 

伊丹市長         様 

 

所有者   

住 所   

氏 名   

                      ※自署してください。 

                            

原状回復に関する確認書 

 

 年 月 日付締結の土地使用貸借契約書第８条に基づく下記土地の明け渡

しについて、全ての原状回復完了を確認いたしました。 

 

記 

 
 １ 地 番   

伊丹市 （第 家庭菜園用地） 

※ 契約書締結時の地番表記に統一しています。 

  

２ 地 目 

   

 

 ３ 地 積 

 ㎡ 

 

 

 



 (様式第３号） 

      伊丹市家庭菜園利用申請書 

伊丹市長        様 

伊丹市家庭菜園の設置及び利用に関する要綱第９条第２項の 

規定により、下記のとおり申請します。  
 

１ 申請者情報 

フリガナ  

申請者氏名 
 

                 

生年月日 昭和・平成        年     月      日 

住所 

マンション名と号室まで記入して下さい。          

〒６６４－        伊丹市 

 

電話番号  

携帯番号  

緊急連絡先 

フリガナ 

氏名 

 
続柄  

 

電話番号  

 

２ 市確認欄 

面積  利用料  入園年月日   年  月  日 

備考  

ID                        入園連絡   年   月   日 

 

 

 

  

菜園番号 区画番号 

 

 

 



（様式第３号） 
 

 年  月  日 

 

伊丹市長         様  

 

宣 誓 書 

 

私は、伊丹市家庭菜園を利用するにあたり、下記の事項を遵守することを宣誓します。 

万一、これに違反した場合は、利用許可取消等の措置を受けても異議申し立てを行いません。 

また、利用許可を取り消された場合、取り消し日から起算して５年間、菜園の利用の申し込み

を拒否される場合があることを承諾します。 

 

 

記 

 

 

１．「伊丹市家庭菜園の設置及び利用に関する要綱」を遵守します。 

２．「伊丹市家庭菜園利用ルール」を遵守します。 

３．他の利用者や近隣住民に迷惑をかける行為（路上駐車、ゴミ放置、利用区画の長期放置、暴言・

暴力行為等）を行いません。 

４．農薬・肥料の使用については、定められた方法・基準に従います。 

５．農園の備品・設備を大切に扱い、破損等が生じた場合は速やかに報告します。 

６．利用許可を取り消された場合には、原状復帰作業を速やかに行います。 

７．農地所有者の事情により菜園の返還を求められたときは、利用期間内においても利用許可取消

等の措置に従います。 

８．「伊丹市暴力団排除条例」第２条第１号から第３号までに掲げる者に該当しません。 

 

以上 

 

                       第   菜園   番区画 

宣誓者            

（家庭菜園利用予定者）※自署又は記名押印



 

（参 考） 

伊丹市暴力団排除条例（平成２４年伊丹市条例第４号）（抄） 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところ

による。 

 ⑴ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

 ⑵ 暴力団員 法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

 ⑶ 暴力団密接関係者 次のいずれかに該当する者をいう。 

  ア 暴力団員が役員（法第９条第２１号ロに規定する役員をいう。以下同じ。）と

して，又は実質的に経営に関与している事業者 

  イ 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者（役員を除く。以下「監督責任

者」という。）として使用し，又は代理人として選任している事業者 

  ウ 次に掲げる行為をした事業者。ただし，事業者が法人である場合にあっては，

役員又は監督責任者が当該行為をした事業者に限る。 

( ｱ ) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り，又は特定の者に損害を与える目的

を持って，暴力団の威力を利用する行為 

( ｲ ) 暴力団又は暴力団員に対して，金品その他の財産上の利益の供与をする行為 

( ｳ ) ( ｱ )又は（イ）に掲げるもののほか，暴力団又は暴力団員と社会的に非難される

関係を有していると認められる行為 

  エ アからウまでのいずれかに該当する者であることを知りながら，これを相手方

として，本市との契約に係る下請契約，業務の再委託契約その他の契約を締結し

ている事業者 

 ⑷略 

 

 

 

 

 

 



（様式第４号） 
 

第   号 
 年 月 日 

（住所） 
（氏名） 

伊丹市長        
 

伊丹市家庭菜園利用許可書 
 
伊丹市家庭菜園の設置及び利用に関する要綱第 10 条にもとづき、宣

誓書に記載のとおり下記の事項を遵守することを条件として、別記の
とおり許可します。 
 

記 
 
１．「伊丹市家庭菜園の設置及び利用に関する要綱」を遵守すること。 
２．「伊丹市家庭菜園利用ルール」を遵守すること。 
３．他の利用者や近隣住民に迷惑をかける行為（路上駐車、ゴミ放置、

利用区画の長期放置、暴言・暴力行為等）を行わないこと。 
４．農薬・肥料の使用については、定められた方法・基準に従うこと。 
５．農園の備品・設備を大切に扱い、破損等が生じた場合は速やかに報

告すること。 
６．利用許可を取り消された場合には、原状復帰作業を速やかに行うこ

と。 

７．農地所有者の事情により菜園の返還を求められたときは、利用期間
内においても利用許可取消等の措置に従うこと。 

８．「伊丹市暴力団排除条例」第２条第１号から第３号までに掲げる者に

該当しないこと。 
９．上記の内容に違反した場合は、利用許可取消等の措置を受けても異

議申し立てをしないこと。 
10．利用許可を取り消された場合、取消し日から起算して５年間、菜園

の利用申し込みを拒否される場合があることに承諾すること。 
 

以上 
【別記】  

１．利用許可菜園  第  菜園  番区画 
２．利用許可期間    年  月 日から   年 月 日まで 



 
 
 伊丹市家庭菜園の設置及び利用に関する要綱（抜粋） 
（申込資格） 

第６条 菜園の利用を申し込むことが出来る者は，次の各号の条件を満たす
者でなければならない。 
⑴ 市内に住所を有する成人又は学校園及び福祉施設等であること。 
⑵ 営利を目的とせず，自ら農作物を栽培すること。 
（利用許可の取消し等） 

第１４条 市長は，利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると
きは利用許可を取り消すことができる。 
⑴ 第６条各号に規定する条件を満たさなくなったとき。 
⑵ 決定した利用者以外の第三者に利用させたとき。 
⑶ 菜園の運営に支障をきたす行為を行ったとき。 
⑷ 利用する区画以外の区画を利用したとき。 
⑸ 利用者が死亡したとき。ただし，親族が利用許可の継承を申し出た場合

は，この限りではない。 
⑹ 別に定める伊丹市家庭菜園利用ルールに違反したとき。 
⑺ その他，特に市長が利用させることが適当でないと認めたとき。 

２ 市長は，第１２条の規定にかかわらず，第５条の規定により土地所有者
との契約を解除したときは，菜園の利用期間内においても利用許可を取り
消すことができるものとする。 

３ 第１項による取消しの場合において，市長は当該許可を取り消す日の 1
週間前までに，当該許可を受けた者に通知するものとする。 

４ 前項において，許可取り消しを通知したものに対し,取消し日から起算し
て５年間，市長は菜園の利用の申し込みを拒否することができる。 

５ 第２項による取消しの場合において，市長は，当該許可を取り消す日の
３カ月前までに，当該許可を受けた者に通知するものとする。 
（原状復帰） 

第１５条 利用者は，利用期間が満了又は自己都合によりその利用を終了す
るとき，若しくは前条の規定による利用許可の取消しを受けたときは，次
の各号に定める期間内に，利用した区画について原状復帰しなければなら
ない。ただし，市長が正当な理由があると認めるときはこの限りではない。 
⑴ 利用期間の満了による場合は，許可期間の満了日 
⑵ 自己都合による場合は，利用終了を希望する日 
⑶ 利用許可の取消しによる場合は，市長が定める期日 
（利用料の取扱い） 

第１６条 既に納付された利用料は，返還しない。ただし，1年以上利用期間
が残存する菜園において，市長が正当な理由があると認める場合はこの限
りでない。この場合においてその額の算出については，第１３条の規定を
準用する。 
（免責） 

第１７条 市長は，利用者が栽培している農作物の損害について，一切の責
任を負わない。 


